
様式 １　公表されるべき事項

国立研究開発法人国立循環器病研究センターの役職員の報酬・給与等について（令和７年度）

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ② 令和７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和７年度における改定内容

別 添

役員報酬水準を検討するにあたって、当法人と同じく、研究開発を主要な業務とする
他の ＮＣ法人のうち、常勤職員数（当法人1,353人）で比較的同等と認められる以下の法
人等を 参考とした。

○国立成育医療研究センター…当該法人は、同じナショナルセンターとして研究開発を
実 施 している。公表資料によれば、令和6年度の長の年間報酬額は、22,426千円であ
り、公表対象年度の年俸額は、11,616,000円であり、当法人とほぼ同水準である。また、
非常勤役員の報酬額は、1日あたり60,000円であり、当法人と同額である。
○国立長寿医療研究センター…当該法人は、同じナショナルセンターとして研究開発を
実施している。公表資料によれば、令和6年度の長の年間報酬額は、19,000千円であり、
公表対象年度の年俸額は、11,592,000円であり、当法人とほぼ同額である。また、非常
勤役員の報酬額は１日あたり60,000円であり、当法人と同額である。

当法人においては、業績年俸について当該役員に適用される号俸に応じた業績
年俸額に、 前年度の厚生労働大臣の業績評価を踏まえ、評価結果に応じた割合
（１００分の１２０～１００分 の８０）を乗じて得た額としている。

常勤役員報酬支給基準は、月例年俸及び業績年俸から構成されている。
月額については、国立循環器病研究センター役員報酬規程に則り、月

例年俸額（11,812,800円）の１２分の１の額に地域手当（月例給に１００分
の１６を乗じて得た額）を加算して算出している。

業績年俸についても、国立循環器病研究センター役員報酬規程に則り、
当該常勤役員の前年度の業績年俸の額に、前年度の厚生労働大臣の業
績評価を踏まえ、評価結果に応じた割合（１００分の１２０～１００分の８０）
を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間
に応じた割合を乗じて得た額としている。

令和７年度においては、役員報酬の改定を行った。

常勤役員報酬支給基準は、月例年俸及び業績年俸から構成されている。
月額については、国立循環器病研究センター役員報酬規程に則り、月

例年俸額（10,956,000円）の１２分の１の額に地域手当（月例給に１００分
の１６を乗じて得た額）を加算して算出している。

業績年俸についても、国立循環器病研究センター役員報酬規程に則り、
当該常勤役員の前年度の業績年俸の額に、前年度の厚生労働大臣の業
績評価を踏まえ、評価結果に応じた割合（１００分の１２０～１００分の８０）
を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間
に応じた割合を乗じて得た額としている。

令和７年度においては、役員報酬の改定を行った。



理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況
令和７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

21,784 6,050 118
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

19,939 5,111 63
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

17,626 3,023 85
（通勤手当）

R7.4.1

千円 千円 千円 千円

2,345
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

（　　　　）
千円 千円 千円 千円

（　　　　）
千円 千円 千円 千円

（　　　　）
千円 千円 千円 千円

2,946
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

2,766
（　　　　）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

B監事

A監事

D監事
（非常勤）

C監事
（非常勤）

D理事
（非常勤）

前職

C理事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

法人の長

A理事

B理事

役員報酬規程に則り支給している。非常勤の役員の報酬は、日額60，
000円としており、前年度からの改定はない。

該当者なし

同上



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　理事（非常勤）

　監事

　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

当該役員の報酬は、研究開発を主要な業務とする他法人の役員の報酬額と

比較しても妥当な水準であると考える。また、役員の職務内容の特性や令和６

年度業務実績評価結果を鑑みても妥当な報酬水準であると考える。

国立循環器病研究センターは、循環器病に係る医療に関し、調査、研究
及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術
者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、循環器病に関する高度
かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与す
ることを目的として設置された法人である。

当法人の理事長は、我が国の循環器病に係る研究、医療水準の向上を
目指して、研究所、病院、オープンイノベーションセンター、バイオバンク、循
環器病統合情報センター、創薬オミックス解析センター等の各部門1,200名
を超える常勤職員のほか、レジデントや専門修練医などを統率して、循環器
病疾患の分野における研究、臨床や人材育成などの面で成果を継続して生
み出すための高いマネジメント能力やリーダーシップ、研究分野に関する高
度な専門性に加え、法人のトップとして職員や国民からも信頼を得られる人
物が求められている。

研究開発を主要な業務とする他のＮＣ法人の長の報酬水準についても、
概ね当法人と同程度であり、こうした職務内容の特性や他法人との比較を
踏まえると、報酬水準は妥当と考えられる。 また、当法人の令和６年度業務
実績評価結果については、Aであり、この点を踏まえても、報酬水準は妥当
と考えられる。

当法人の理事は、理事長を補佐し、当法人の業務を掌理することである。理
事職についても、理事長と同様に管理職としての経験やリーダーシップ、複数
の組織や多様な職種を管理する十分なマネジメント能力が必要とされている。

理事の報酬水準についても、法人の長と同じく、研究開発を主要な業務とす
る他のＮＣ法人の理事の報酬水準と同程度であり、職務内容の特性や他法人
との比較を踏まえると、報酬水準は妥当と考えられる。

また、当法人の令和６年度業務実績評価結果については、Aであり、この点
を踏まえても、報酬水準は妥当と考えられる。

当法人の理事は、理事長を補佐し、当法人の業務を掌理することである。理
事職についても、理事長と同様に管理職としての経験やリーダーシップ、複数
の組織や多様な職種を管理する十分なマネジメント能力が必要とされている。

理事の報酬水準についても、法人の長と同じく、研究開発を主要な業務とす
る他のＮＣ法人の理事の報酬水準と同程度であり、職務内容の特性や他法人
との比較を踏まえると、報酬水準は妥当と考えられる。

また、当法人の令和６年度業務実績評価結果については、Aであり、この点
を踏まえても、報酬水準は妥当と考えられる。

該当者なし

当法人の監事は、当法人の業務運営、会計経理が適正かつ効率的、
効果的におこなわれているかを監査する任務を負っており、財務状況や
決算状況の適切な監査を実施するため、監査業務に精通していること、
常勤職員・非常勤職員併せて1,900人規模の組織の監査を遂行しうる
リーダーシップが必要とされている。非常勤監事の報酬水準についても、
研究開発を主要な業務とする他のＮC法人との比較を踏まえると、報酬
水準は妥当と考えられる。

また、当法人の令和６年度業務実績評価結果については、Aであり、こ
の点を踏まえても、報酬水準は妥当と考えられる。



４　役員の退職手当の支給状況（令和７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

法人での在職期間

法人の長

理事A

監事B
（非常勤）

監事B

監事A
（非常勤）

理事B
（非常勤）

理事B

理事A
（非常勤）

監事A



５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

該当者なし

該当者なし

該当者なし

該当者なし

該当者なし

理事B
（非常勤）

監事A

監事B

監事A
（非常勤）

監事B
（非常勤）

判断理由
該当者なし

該当者なし

該当者なし

該当者なし

理事A
（非常勤）

理事B

法人の長

理事A

常勤役員の業績年俸の額については、当該常勤役員の前年度の業績年俸の額に
厚生労働大臣の業績評価を踏まえ、評価結果に応じた割合を乗じて得た額となって
おり、今後も継続していく予定である。



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容

　④　 給与制度の令和７年度における主な改定内容

２　職員給与の支給状況等

　①　常勤職員の数

注：常勤の在外職員、任期付職員及び再雇用職員（再任用職員）を含む全ての常勤職員の総数

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
　　（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

全常勤職員（令和８年４月１日時点）：　　１，３５３人

うち同一の職種等により通年で給与が支給された職員（対象常勤職員）：　　869人

・当法人は、循環器病にかかる政策医療を担う国立高度専門医療研究センターであり、
厚生労働省直属の機関から独立行政法人化したものである。職員の業務は、独法化
以前と同様の業務を行っており、政策医療を担う先行独法である国立病院機構の職員
の給与水準と同様に、当法人の給与水準についても国家公務員の給与を考慮して決
定している。
・国家公務員…令和７年国家公務員給与等実態調査での各俸給表における平均給与
月額は下記のとおりである。

行政職俸給表（一）…332,237円、研究職俸給表…412,976円
医療職俸給表（一）…522,988円、医療職俸給表（三）…333,346円
全職員の平均給与月額…424,979円

当法人においては、平成２２年の独立法人化当初より、業績手当の業績反映部分について、
業績評価による職員の勤務成績を反映している。業績手当（年間４．２月）のうち、職員の勤務
成績を反映させる割合は、１．６月（役職手当の支給を受けている職員は２．０月）である。

また、年俸制職員に支給する業績年俸についても、職員の業績評価を反映させており、前年
度業績年俸額のうち個人評価を反映させる割合は、副所長・副院長：50％、部長：80％、 室長・
医長：100％とし、評価に応じて、+20％～-20％の増減率を適用している。

一般職給与法が適用される国家公務員の給与改定を踏まえ、当該改定に 準じて、４月
１日から、①通勤手当の上限額を150,000円に引上げ、②単身赴任手当の適用拡大、、
③地域手当の異動保障の延長、④再任用職員の手当の拡大を実施した。

国立循環器病研究センター職員給与規程に則り、基本給及び諸手当（扶養手当、住居手当、
通勤手当、単身赴任手当、地域手当、役職手当、特殊勤務手当、附加職務手当、超過勤務手
当、休日給、夜勤手当、宿日直等手当、役職職員特別勤務手当、業績手当、医師手当、研究
員調整手当、専門看護手当）としている。

業績手当（基礎的支給部分）については、基礎的支給部分算定基礎額（基本給＋扶養手当
＋地域手当＋研究員調整手当）に、６月に支給する場合においては１００分の１２２．５（役職
手当の支給を受けている職員は１００分の１０２．５）、１２月に支給する場合においては１００
分の１３７．５（役職手当の支給を受けている職員は１００分の１１７．５）を乗じ、さらに基準日
以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。



　②　職種別支給状況

うち通勤手当等

人 歳 千円 千円 千円 千円

687 37.2 5,805 4,372 87 1,433
人 歳 千円 千円 千円 千円

36 42 6,790 5,078 166 1,712
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 50.8 6,897 5,064 124 1,833
人 歳 千円 千円 千円 千円

23 44.7 12,671 9,785 110 2,886
人 歳 千円 千円 千円 千円

432 34.8 5,396 4,065 71 1,331
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 56.1 5,796 4,295 54 1,501
人 歳 千円 千円 千円 千円

156 39.2 5,615 4,212 107 1,403
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 48.1 6,014 4,467 75 1,547
人 歳 千円 千円 千円 千円

24 45.5 6,112 4,574 119 1,538

人 歳 千円 千円 千円 千円

62 41.4 9,416 7,222 73 2,194
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

20 40.7 7,327 5,579 64 1,748
人 歳 千円 千円 千円 千円

29 41.4 12,519 9,674 53 2,845
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 27.8 4,356 3,279 141 1,077
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 55.2 6,869 5,141 119 1,728

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再雇用職員（再任用職員）を除く。

注２：「再雇用職員」とあるのは、行政執行法人にあっては「再任用職員」とする。
注３：「年間給与額」は、時間外手当を除く給与の額
注４：「通勤手当等」は、通勤手当と在宅勤務等手当の合算
注５：年俸制を導入している法人にあっては、年俸制適用職員を分けて記入する。

医療職種
（医療技術職）

任期付職員

事務・技術

研究職種

区分

福祉職種
（ソーシャルワーカー

等）

専門技術職種
（診療情報管理士等）

常勤職員

うち賞与平均年齢
令和７年度の年間給与額（平均）

医療職種
（病院看護師）

事務・技術

研究職種

うち所定内

医療職種
（病院医師）

人員
総額

技能職種
（看護補助者等）

専門技術職種
（診療情報管理士等）

医療職種
（医療技術職）

医療職種
（病院医師）



　②　職種別支給状況（年俸制適用者）

うち通勤手当

人 歳 千円 千円 千円 千円

65 55.1 14,265 10,481 102 3,784
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

41 55.5 16,415 12,048 98 4,367
人 歳 千円 千円 千円 千円

24 54.6 10,592 7,805 108 2,787

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注２：上記以外の職種については、該当する職員がいないため、欄を記載していない。

人 歳 千円 千円 千円 千円

51 48.9 14,202 10,816 109 3,386
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

34 50.1 15,943 12,188 104 3,755
人 歳 千円 千円 千円 千円

17 46.3 10,719 8,071 117 2,648
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 - - - - -

注１：上記以外の職種については、該当する職員がいないため、欄を記載していない。

注２：「院長等」、「任期付職員」については在職人数が２人以下のため、個人情報が特定されるおそれがあることから、

　　　平均年齢及び令和６年度の年間給与額（平均）については記載していない。

・「在外職員」、「再任用職員」、「非常勤職員」については、該当する職員がいないため、表を記載していない。

・令和７年度を通じて在職し、かつ、令和８年４月１日に在職する職員（休職等により給与が減額された者を除く）

 の状況である。

人員 平均年齢

令和７年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与

任期付職員

副所長等
（副所長・部長・室長）

区分

院長等

常勤職員（年俸制）

副所長等
（副所長・部長・室長）

院長等

副院長等
（副院長・部長・医長）

副所長等
（副所長・部長・室長）

任期付職員（年俸制）



③ 年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院医師）／医療職員（病
院看護師））〔在外職員及び再雇用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕
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注１：②の年間給与額から通勤手当等を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

注２：該当の職種において任期付職員及び年俸制適用職員が在籍する場合は、その取扱いを記載する。
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④

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

部長 2 - -

課長 6 49.3 8,849 9,494 8,118

課長補佐 6 44.2 7,833 8,525 7,255

係長 8 35.6 5,596 6,266 4,665

係員 14 39.3 5,011 6,226 4,114

（研究職員）

平均
人 歳 千円

部長 12 54.4 13,061 15,652 11,350

室長 29 49.8 9,487 10,854 7,224

研究員 24 42.3 7,181 8,905 5,747

（医療職員（病院医師））

平均
人 歳 千円

副院長 2 - -

部長 25 56.9 17,273 19,130 15,936

医長 47 50.4 15,309 17,004 13,262

医師 51 42.9 12,499 14,604 10,952

（医療職員（病院看護師））

平均
人 歳 千円

看護部長 1 - -

副看護部長 2 - -

看護師長 22 50.6 7,737 8,428 6,187

副看護師長 54 44.5 6,525 7,412 5,433

看護師 353 32.1 4,961 7,038 3,776

※１．該当者が４人以下の職位については、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、

　　　年間給与額の「最高～最低」は、表示していない。
※２．該当者が２人以下の職位については、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、

　　　人数以外は表示していない。

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院医師）／医療職員（病
院看護師））

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低
千円

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低

千円

-

-

-

最高～最低
千円

-

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低

千円



⑤

（事務・技術職員）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

50.2 52.7 51.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 49.8 47.3 48.5

％ ％ ％

         最高～最低 53.1~46.9 51.8~43.4 51.8~45.1

％ ％ ％

55.7 62.1 58.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 44.3 37.9 41.1

％ ％ ％

         最高～最低 48.5~39.6 43.0~34.2 45.8~36.8

（研究職員）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

0.0 0.0 0.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 100.0 100.0 100.0

％ ％ ％

         最高～最低 100.0～100.0 100.0～100.0 100.0～100.0

％ ％ ％

55.5 59.7 57.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 44.5 40.3 42.3

％ ％ ％

         最高～最低 53.9~39.4 48.4~34.5 51.2~37.1

（医療職員（病院医師））

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

0.6 0.0 0.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 99.4 100.0 99.7

％ ％ ％

         最高～最低 100.0～46.6 100.0～100.0 100.0～72.7

％ ％ ％

54.0 59.7 56.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 46.0 40.3 43.1

％ ％ ％

         最高～最低 52.9~39.8 47.2~34.4 49.9~37.1

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

区分

賞与（令和７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院医師）
／医療職員（病院看護師））

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分



（医療職員（病院看護師））

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

50.3 54.8 52.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 49.7 45.2 47.4

％ ％ ％

         最高～最低 53.8~46.8 45.6~43.3 49.8~45.0

％ ％ ％

57.6 63.3 60.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 42.4 36.7 39.6

％ ％ ％

         最高～最低 48.5~38.9 43.0~33.6 45.8~36.2

３　給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

引き続き、一般職給与法適用の国家公務員の給与、民間企業の従業員の
給与、法人の業務の実績などを総合的に勘案し、診療報酬改定も踏まえ適
切に対応していく。

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　　　　　　　　92.3

・年齢・地域勘案　　　　　　 　93.7

・年齢・学歴勘案　　　　　　 　90.9

・年齢・地域・学歴勘案　　 　 93.1

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

国家公務員より低い水準である。

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 8.6％】
（国からの財政支出額 37.4億円、支出予算の総額 437.1億円：令和7年度
予算）
【累積欠損額 63.1億円(令和6年度決算) 】
【管理職の割合 38.9％（常勤職員数36名中14名）】
【大卒以上の割合 86.1％（常勤職員数36名中31名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 33.3％】
（支出総額381.0億円、給与・報酬等支給総額126.89億円：令和6年度決算）

（法人の検証結果）
令和７年度はいずれも国家公務員の水準を下回っている。要因としては賃
金・物価上昇の影響下で、国家公務員の給与改定に対応しきれていないこ
とが考えられる。

（主務大臣の検証結果）
　国家公務員より低い水準であり、適切な取組の結果と考えられる。

講ずる措置



研究職員
内容項目

対国家公務員
指数の状況

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 8.6％】
（国からの財政支出額 37.4億円、支出予算の総額 437.1億円：令和7年度
予算）
【累積欠損額 63.1億円(令和6年度決算) 】
【管理職の割合63.1％（常勤職員数65中41名）】
【大卒以上の割合100％（常勤職員数64名中64名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 33.3％】
（支出総額381.0億円、給与・報酬等支給総額126.89億円：令和6年度決算）

（法人の検証結果）
令和７年度はいずれも国家公務員の水準を下回っている。要因としては賃
金・物価上昇の影響下で、国家公務員の給与改定に対応しきれていないこ
とが考えられる。

（主務大臣の検証結果）
　国家公務員より低い水準であり、適切な取組の結果と考えられる。

講ずる措置
引き続き、一般職給与法適用の国家公務員の給与、民間企業の従業員の
給与、法人の業務の実績などを総合的に勘案し、診療報酬改定も踏まえ適
切に対応していく。

・年齢勘案　　　　　　　　　　　94.0

・年齢・地域勘案　　　　　　 　91.2

・年齢・学歴勘案　　　　　　 　93.8

・年齢・地域・学歴勘案　　  　91.1

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

国家公務員より低い水準である。



医療職員（病院医師）

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

講ずる措置

項目

○優秀な医師を確保するため独法移行時に先行独法である国立病院機構
に準じた給与面での支給を行っている。
〇専門医資格に対する医師手当加算を支給している。（最大月10,000円加
算、国にはなし）
○医長以上の医師に対しては、病院における管理職として国の俸給の特別
調整額に準じた役職手当を支給しているが、当法人の管理職の割合が国
の管理職（＝俸給の特別調整額支給対象者）の割合を大きく上回ってい
る。（当法人：48.1％、国の俸給の特別調整額対象者割合：40.9％※）
※国の割合は令和7年国家公務員給与等実態調査結果より算出

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 8.6％】
（国からの財政支出額 37.4億円、支出予算の総額 437.1億円：令和7年度
予算）
【累積欠損額 63.1億円(令和6年度決算) 】
【管理職の割合59.2％（常勤職員数125中74名）】
【大卒以上の割合100％（常勤職員数１12名中112名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 33.3％】
（支出総額381.0億円、給与・報酬等支給総額126.89億円：令和6年度決算）

（法人の検証結果）
　令和７年度における数値は、国家公務員の水準を上回っているが、民間
医療法人の医師の年間平均給与額は、15,767千円（令和7年実施第25回
医療経済実態調査（2年に1回調査））であり、当法人が必要な人材を確保す
るためには、競合する業種に属する民間事業者、他法人等の給与水準と比
較し、この程度の給与水準とする必要がある。
　国からの財政支出は、年額37.4億円であるが、病院医師の人件費につい
ては、大部分が事業収益で賄われており、給与水準が高いことが直ちに国
の財政支出の増加につながるものではないと考えられる。
　病院医師における管理職の割合は、59.2％と国の俸給の特別調整額対
象者割合（40.9％※）を大きく上回っているが、病院事業の特性から各職場
ごとに管理する職員を配置する必要があるためである。
※国の割合は令和7年国家公務員給与等実態調査結果より算出

（主務大臣の検証結果）
　医師の確保は、医療の質の向上、安全の確保等に不可欠であり、また、病
院経営上においても、医業収益等の確保にかかる基本的かつ重要な事項
であるため、医師の給与水準については、特に配慮すべきと考えられる。
　今後とも、医師の確保状況等を考慮した上で、より適正な給与水準の在り
方について、必要な検討を進めていただきたい。

内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　　　　　　　100.7

・年齢・地域勘案　　　　　　110.4

・年齢・学歴勘案　　　　　　100.7

・年齢・地域・学歴勘案　　 110.4

引き続き、国家公務員の医師の給与、公立・民間医療機関の医師の給与、
当法人の医師確保の状況や医師が確保できない場合に法人の事業運営に
与える影響を総合的に勘案し、適切に対応していく。



医療職員（病院看護師）

４　モデル給与

○２２歳（大卒初任給、独身）
月額２１２，３８４円　年間給与３，１１１，７４１円
○３５歳（係長）
月額４２０，７８８円　年間給与６，４８６，６３２円
○５０歳（課長）　扶養手当
月額５７１，６３９円　年間給与９，０７３，５０６円

※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者６，５００円、子１人につき１０，０００円を支給）

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　職員の業績評価を踏まえ、職員の勤務成績がよりいっそう、的確に
反映されるよう継続していく。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

講ずる措置
引き続き、国家公務員の看護師の給与、民間医療機関の看護師の給与、
当法人の看護師確保の状況や看護師が確保できない場合に法人の事業
運営に与える影響を総合的に勘案し、適切に対応していく。

国家公務員より低い水準である。

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 8.6％】
（国からの財政支出額 37.4億円、支出予算の総額 437.1億円：令和7年度
予算）
【累積欠損額 63.1億円(令和6年度決算) 】
【管理職の割合5.8％（常勤職員数432名中25名）】
【大卒以上の割合45.6％（常勤職員数432名中197名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 33.3％】
（支出総額381.0億円、給与・報酬等支給総額126.89億円：令和6年度決算）

（法人の検証結果）
　　国からの財政支出は、年額37.4億円であるが、病院看護師の人件費に
ついては、大部分が事業収益で賄われており、給与水準が高いことが直ち
に国の財政支出の増加につながるものではないが、引き続き、国家公務員
の給与水準を考慮する必要があると考える。
　病院看護師における管理職の割合は、5.8％と国の俸給の特別調整額対
象者割合（1.4％※）を上回っているが、病院事業の特性から各職場ごとに
管理する職員を配置する必要があるためである。
　職員に占める大学卒業者の割合は45.6％と国（10.0％※）と比較し高く
なっている。
※国の割合は令和7年国家公務員給与等実態調査結果より算出

（主務大臣の検証結果）
　国家公務員より低い水準であり、適切な取組の結果と考えられる。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　　　　　　　91.7

・年齢・地域勘案　　　　　　89.6

・年齢・学歴勘案　　　　　　93.4

・年齢・地域・学歴勘案　　 89.7



Ⅲ　総人件費について

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ　その他

特になし。

注：中期目標管理法人及び国立研究開発法人については中期目標期間又は中長期目標
　　 期間の開始年度分から当年度分までを記載する。行政執行法人については当年度分を
　　 記載する。

区　　分

9,740,838 9,959,672

退職手当支給額
215,265 398,071 326,129 572,051 420,315 347,317

給与、報酬等支給総額
9,165,397 9,494,004 9,644,098 9,568,184

1,719,371 1,799,562 1,809,257 1,813,506 1,982,159 1,914,791

非常勤役職員等給与
1,955,988 2,174,398 2,157,831 2,425,749

14,492,159 14,773,023
最広義人件費

13,056,021 13,866,035 13,898,909 13,898,909

2,453,093 2,551,243

福利厚生費

①給与・報酬等支給総額
・給与規程改正による基本給等ベースアップに伴う給与費の増（218,834千

円）

②退職手当支給額
・退職者（退職手当支給対象者）の減による退職手当額の減

③非常勤役職員等給与

・給与規程改正による基本給等ベースアップに伴う給与費の増（98,150千
円）

④福利厚生費
・掛率の引き下げ

定年年齢については、60歳（医師65歳）としており、定年退職となった後は
再雇用制度を設けており、非常勤職員（任期5年）にて引き続き雇用継続が

可能となっている。


